
※厚生年金保険の標準賞与額の上限は、「１か月あたり１５０万円」で変更ありません。

【年度中に被保険者期間が継続している（転職・転勤等がない）場合】

A事業所勤務（政府管掌健康保険加入事業所）

２４０万円 ０円

０円
（５４０万円）

３００万円

２４０万円
（５４０万円）

３００万円
（３００万円）

標準賞与額
（年度累計額）

保険料賦課
（徴収）対象額

翌年１月 翌年２月 翌年３月

賞与支給日
・支給額

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

１２月１５日
３００万円

３月１５日
２００万円

↓

↓

↓

↓

↓

↓

６月１５日
３００万円

　同一の事業所に勤務しており、
年度累計額の上限の把握は保
険者で自動的に行うため、申出
書の提出は要しない。

　同一の事業所に勤務してお
り、年度累計額の上限の把握は
保険者で自動的に行うため、申
出書の提出は要しない。



０円

※厚生年金保険の標準賞与額の上限は、「１か月あたり１５０万円」で変更ありません。

【育児休業による保険料免除期間がある場合】

３００万円

２００万円
（２００万円）

標準賞与額
（年度累計額）

４０万円

保険料免除期間 通常の被保険者期間

A事業所勤務（政府管掌健康保険加入事業所）

保険料賦課
（徴収）対象額

翌年３月

賞与支給日
・支給額

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １２月

１２月１５日
３００万円

翌年１月 翌年２月１０月 １１月

↓

↓

↓

↓

↓

３００万円
（５００万円）

４０万円
（５４０万円）

６月１５日
２００万円

↓

３月１５日
２００万円８月１日

育児休業終了

　同一の事業所に勤務しており、
年度累計額の上限の把握は保険
者で自動的に行うため、申出書の
提出は要しない。

　同一の事業所に勤務してお
り、年度累計額の上限の把握
は、保険者で自動的に行うた
め、申出書の提出は要しない。



【年度途中に資格喪失（退職）し、その後に賞与の支給があった場合】

※厚生年金保険の標準賞与額の上限は、「１か月あたり１５０万円」で変更ありません。

A事業所勤務（政府管掌健康保険加入事業所）

６月１５日
２００万円

↓

↓

２００万円
（２００万円）

翌年１月９月 １２月

１２月５日
３００万円

翌年２月１０月 １１月

保険料賦課
（徴収）対象額

翌年３月

賞与支給日
・支給額

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

２００万円

標準賞与額
（年度累計額）

１２月１日
資格喪失

　資格喪失後に支払われた賞
与であり、標準賞与額として決
定しない。
　そのため、賞与支払届による
賞与額の届出は要せず、年度
累計額、保険料賦課の対象と
ならない。



【年度途中に資格喪失（退職）するが、資格喪失日の属する月に資格喪失前に賞与の支給があった場合】

※厚生年金保険の標準賞与額の上限は、「１か月あたり１５０万円」で変更ありません。

A事業所勤務（政府管掌健康保険加入事業所）

７月１５日
２００万円

１２月５日
３００万円

賞与支給日
・支給額

↓

↓

３００万円
（５００万円）

４月 ５月 ６月

２００万円

↓

↓

２００万円
（２００万円）

翌年１月 翌年２月 翌年３月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

標準賞与額
（年度累計額）

保険料賦課
（徴収）対象額

０円

１２月１０日
資格喪失

　被保険者期間中に賞与の支
給があり、年度累計額には含
める。
　そのため、賞与支払届により
賞与額の届出は必要となる
が、資格喪失月であるため、
保険料賦課の対象としない。



※厚生年金保険の標準賞与額の上限は、「１か月あたり１５０万円」で変更ありません。

A事業所勤務（政府管掌健康保険加入事業所） B事業所勤務（政府管掌健康保険加入事業所）

４０万円

【年度途中に資格喪失（退職）し、再就職により再び政府管掌健康保険の被保険者となった場合（その１）】

３００万円

２００万円
（２００万円）

標準賞与額
（年度累計額）

保険料賦課
（徴収）対象額

２００万円

翌年１月 翌年２月 翌年３月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

賞与支給日
・支給額

４月 ５月 ６月

６月１５日
２００万円

１２月５日
３００万円

３月１５日
３００万円

４０万円
（５４０万円）

↓

↓

↓

↓

↓

↓

３００万円
（５００万円）

１０月１日
B事業所（政管
健保加入事業
所）へ就職

　再び政管健保被保険者となったため、６
月に決定された標準賞与額を累計する。
　この場合、A事業所に勤務時において決
定された標準賞与額は、保険者において
自動的に累計できない。
　ただし、累計額は５４０万円に達していな
いため、申出書の提出は要しない。

７月１０日
資格喪失

　
　４月からの年度累計額が５４０万
円に達するため、申出書の提出に
より、翌年３月の標準賞与額を４０
万円として決定（訂正）する。



【年度途中に資格喪失（退職）し、再就職により再び政府管掌健康保険の被保険者となった場合（その２）】

※厚生年金保険の標準賞与額の上限は、「１か月あたり１５０万円」で変更ありません。

↓

↓

B事業所勤務
（政府管掌健康保険加入事業所）

標準賞与額
（年度累計額）

保険料賦課
（徴収）対象額

C事業所勤務
　　　（政府管掌健康保険加入事業所）

４０万円３００万円

６月１５日
２００万円

↓

↓

↓

↓

３月１５日
３００万円

１１月５日
３００万円

１０月 １１月 １２月 翌年１月 翌年２月 翌年３月

賞与支給日
・支給額

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

４０万円
（５４０万円）

２００万円
（２００万円）

３００万円
（５００万円）

A事業所勤務
（政府管掌健康保険加入事業所）

２００万円

　再び政管健保被保険者となったた
め、６月に決定された標準賞与額を
累計する。
　この場合、A事業所に勤務時にお
いて決定された標準賞与額は、保
険者において自動的に累計できな
い。
　ただし、累計額は５４０万円に達し
ていないため、申出書の提出は要し
ない。

７月１０日
資格喪失

　
　A、B、Cいずれの事業所勤務時において
も、政管健保被保険者であるため、４月か
らの標準賞与額を累計する。年度累計額
が５４０万円に達するが、保険者において
自動的に累計できない。
　そのため、申出書の提出により、翌年３
月の標準賞与額を４０万円として決定（訂
正）する。

１０月１日
B事業所（政管
健保加入事業
所）へ就職

１２月２０
日

資格喪失

１月１０日
C事業所（政管
健保加入事業
所）へ就職



↓

３００万円
（３００万円）

標準賞与額
（年度累計額）

２００万円
（２００万円）

↓

※厚生年金保険の標準賞与額の上限は、「１か月あたり１５０万円」で変更ありません。

A事業所勤務（政府管掌健康保険加入事業所） C事業所勤務（○○健康保険組合加入事業所）

６月１５日
２００万円

↓

【年度途中に資格喪失（退職）し、再就職によりA健康保険組合の被保険者となった場合】

↓↓ ↓

３月１５日
１５０万円

翌年１月 翌年２月１０月 １１月 翌年３月

賞与支給日
・支給額

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １２月

１２月５日
３００万円

保険料賦課
（徴収）対象額

１５０万円

１５０万円
（４５０万円）

３００万円２００万円

１０月１日
○○健康保険
組合加入事業
所へ就職

　政管健保被保険者から○○健
保組合被保険者となったため
（同一保険者でないため）、標準
賞与額は累計しない。

７月１０日
資格喪失


